様式第１－１
中心市街地活性化基本計画に係る認定申請書
年　　月　　日
内閣総理大臣　殿
市町村長の氏名　　　　　　　印
中心市街地の活性化に関する法律第９条第１項の規定に基づき、基本計画について認定を申請します。
注) 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。
様式第１－２
構造改革特別区域計画及び中心市街地活性化基本計画認定申請書

年　月　日

　　　内閣総理大臣　殿

　地方公共団体の長の氏名　　印　

　構造改革特別区域法第４条第１項の規定及び同法附則第５条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域計画について、並びに、中心市街地活性化に関する法律第９条第１項の規定に基づき、中心市街地活性化基本計画について認定を申請します。

　注）・氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。

・特区計画の認定申請に関しては、構造改革特別区域法第４条第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び同附則第５条に規定する措置」の文字を、同法附則第５条に規定する措置のみに基づく計画にあっては「第４条第１項の規定及び同法」の文字を抹消してください。

様式第１－３
地域再生計画及び中心市街地活性化基本計画認定申請書

年　月　日

　　　内閣総理大臣　殿

　地方公共団体の長の氏名　　印　

　地域再生法第５条第１項の規定に基づき、地域再生計画について、並びに、中心市街地活性化に関する法律第９条第１項の規定に基づき、中心市街地活性化基本計画について認定を申請します。

　注) 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。

様式第１－４
構造改革特別区域計画、地域再生計画及び中心市街地活性化基本計画認定申請書

年　月　日

　　　

内閣総理大臣　殿

　地方公共団体の長の氏名　　印　

　構造改革特別区域法第４条第１項の規定及び同法附則第５条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域計画について、並びに、地域再生法第５条第１項の規定に基づき、地域再生計画について、並びに、中心市街地活性化に関する法律第９条第１項の規定に基づき、中心市街地活性化基本計画について認定を申請します。

　注）・氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。

・特区計画の認定申請に関しては、構造改革特別区域法第４条第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び同附則第５条に規定する措置」の文字を、同法附則第５条に規定する措置のみに基づく計画にあっては「第４条第１項の規定及び同法」の文字を抹消してください。

様式第２
中心市街地活性化基本計画の変更の認定申請書
年　　月　　日
内閣総理大臣　殿
市町村長の氏名　　　　　印
年　　月　　日付けで認定を受けた基本計画について、下記のとおり変更したいので、中心市街地の活性化に関する法律第１１条第１項の規定に基づき、認定を申請します。
記
１．変更事項
２．変更事項の内容
３．変更の理由
注）・氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。
・変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載してください。
様式第３
中心市街地活性化基本計画の軽微な変更に係る届出書
年　　月　　日
内閣府中心市街地活性化担当室長　殿
市町村長の氏名　　　　　印
年　　月　　日付けで認定を受けた基本計画について、下記のとおり中心市街地の活性化に関する法律施行規則（平成18年内閣府令第77号）に定める軽微な変更を行ったので、届出します。

記
1． 施行規則の号の番号

2． 軽微な変更の内容等
注）・氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。
・変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載してください。
様式第４［基本計画標準様式］
○ 基本計画の名称：
○ 作成主体：
○ 計画期間：
１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針
	


２．中心市街地の位置及び区域

［１］位置

	位置設定の考え方

	

	（位置図）


［２］区域
	区域設定の考え方

	

	（区域図）




［３］中心市街地要件に適合していることの説明
	要　件
	説　明

	第1号要件

当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること
	

	第2号要件

　当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること
	

	第3号要件

　当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上と総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること
	


３．中心市街地の活性化の目標
	


４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
	［１］市街地の整備改善の必要性
	

	


［２］具体的事業の内容
（1）法に定める特別の措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	措置の内容及び実施時期
	その他の事項


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）国の支援がないその他の事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	国以外の支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
	［１］都市福利施設の整備の必要性
	

	


［２］具体的事業の内容

（1）法に定める特別の措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）国の支援がないその他の事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	国以外の支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
	［１］街なか居住の推進の必要性
	

	


［２］具体的事業の内容
（1）法に定める特別の措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）国の支援がないその他の事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	国以外の支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
	［１］商業の活性化の必要性
	

	


［２］具体的事業等の内容

（1）法に定める特別の措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）国の支援がないその他の事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	国以外の支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
	［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性
	

	


［１］具体的事業の内容
（1）法に定める特別の措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）国の支援がないその他の事業

	事業名、内容及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	国以外の支援措置の内容及び実施時期
	その他の事項

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所
	


９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
	［１］市町村の推進体制の整備等
	

	

	［２］中心市街地活性化協議会に関する事項
	

	


	［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進
	

	


10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
	［１］都市機能の集積の促進の考え方
	

	

	［２］都市計画手法の活用
	

	

	［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等
	

	

	［４］都市機能の集積のための事業等
	

	


11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項

	［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項

	

	［２］都市計画との調和等

	

	［３］その他の事項

	


12．認定基準に適合していることの説明
	基　準
	項　　目
	説　明

	第1号基準

基本方針に適合するものであること
	意義及び目標に関する事項
	

	
	認定の手続
	

	
	中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
	

	
	４から８までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
	

	
	中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
	

	
	その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
	

	第2号基準

基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること
	目標を達成するために必要な４から８までの事業等が記載されていること
	

	
	基本計画の実施が設定目標の達成に相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること
	

	第3号基準

基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
	事業の主体が特定されているか、又は、特定される見込みが高いこと
	

	
	事業の実施スケジュールが明確であること
	


PAGE  
2

